
『

遺

老

説

伝

』

を

記

す

人

々

j
《
造

老

伝
》
の

変

遷

渡

辺

匡

一

は

じ

め

に

「
遺

老

伝
」 、

「

古

老

伝
」

と

い

う

言

葉

を

聞

く

と
、

時

や

場

所

を

飛

び

越

え
、

古

老

の

諮

り
に

耳

を

傾

け

で

い

る

よ

う

な

錯

覚

に

陥

っ

て

し

ま

う
。

物

語

の

舞

台

が

沖

縄

で

あ

れ

ば

ま

し

て

や
、

で

あ

る
。

「

遺

老

伝
」

や

「

古

老

伝
」

は
、

我

々

を

昔

語

り

の

世

界
へ

と

誘

う

呪

文

な

の

で

あ

る
。

琉

球

王

国

の

各

地

域

に

伝

え

ら

れ

た

「
遺

老

伝
」

を

集

成

し

た

『遺

老

説

伝
』

は
、

琉

球

王

府最後

の

正

史

『

球

陽
』

の

外

巻

と

し

て

編纂

さ

れ

た
。

早

く

柳

田

国

男

『
海

南

小

記
』

に

引

用

さ

れ

る

な

ど
、

口

頭

伝

承

の

宝

庫

と

し

て

注

目

さ

れ 、

研

究

が

進

め

ら

れ

て

き

た
。

し

か

し

『
遺

老

説

伝
』

に

お

け

る

「

遺

老

伝
」

を 、

伝

承

性
・

古

代

性

と

い

っ

た

面

で

問

題

化

す

る

前

に
、

一

八

世

紀

の

王

府

に

お

い

て

歴

史

を

叙述

す

る

た

め

に

採

用

さ

れ

た

「

方

法
」

と

し

て
、

と

ら

え

て

お

く

こ

と

も

必

要

だ

ろ

う 。

本

稿

で

は
、

王

府

初

の

正

史

『

中

山

世

鑑
』

か

ら

『

遺

老

説

伝
』

に

至

る

ま

で
、

琉

球

の

歴

史

を

叙

述

す

る

際

の

基

底

に

置

か

れ

続

け

た

《
遺

老

伝
》

の

変

遷

を

追

う

こ

と

に

よ

り 、

琉

球

に

お

け

る

歴

史

叙

述

の

あ

り

方

に

つ

い

て

概

観

し

て

い

く
。

な

お
、

本

稿

で

は
、

《
遺

老

伝
》

を

「

遺

老

伝
」 、

「

遺

老

説

伝
」

、

「

古

老

伝
」

な

ど
、

広

く

古

老

伝

承

を

意

味

す

る

言

辞

と

し

て

用

い

る
。

す

で

に
、

歴

史

叙

述

と

し

て

の

《
遺

老

伝
》

の

問

題

に

つ

い

て

は
、

小

峯

和

明

の

包

括

的

な

研

究

が

あ

り 、

本

稿

で

も

多

く

の

教

示

を

得

て

い

る

が
、

『
遺

老

説

伝』

の

基

底

に

あ

る

《
遺

老

伝
》

の

変

遷

に

つ

い

て
、

い

さ

さ

か

の

提

言

を

試

み

な

が

ら

概

観

し

て

み

る

と

と

に

し

よ

う
。
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一

主
府
に
よ
る
史
書
と
「
古
老
伝
」、
「
遺
老
伝」

ま

ず

は
、

『

中

山

世

鑑
』

か

ら

『
遺

老

説

伝
』

に

至

る

ま

で

の
、

琉

球

王

府

に

よ

る

史

書

の

編

纂

事

業

に

つ

い

て

簡

単

に

確

認

し

て

お

く

こ

と

に

し

よ

う
。

王

府

の

史

書

編

纂

事

業

は
、

羽

地

朝

秀

に

よ

る

『

中

山

世

鑑
』

（
一

六

五

O 、

以

後

『世盤

と

略

す）

を

鴫

矢

と

し
、

続

い

て

『

世

鑑
』

の

誤

り
を

訂

正
、

表

記

も

漢

字

片

仮

名

交

じ

り

の

和

文

体

か

ら

漢

文

体
へ

と
一

新

し

た

「

申

山

世

譜
』

が

あ

ら

わ

さ

れ

る
。

『

世

譜
』

の

編

纂

は
、

『

歴

代

宝

案
』

（

王府
の

外

交
文

書
・

文案を

修
正

し

た

書〉

を

重

修

し

た

こ

と

で

も

有

名

な

禁

鐸

（

以

後

察

鐸

本

『世譜』

と

略

す）

と
、

そ

の

息

子

で

名

宰

相

の

誉

れ

高

い

察

温

（

以

下

察

温

本

『

世

置

と

略

す）

に

よ
っ

て
、

そ

れ

ぞ

れ

行

わ

れ

た

（
一

七

O
一

、

一

七
二

四

年）
。

『

世

鑑
』

と

『

世

譜
』

に

よ

っ

て
、

王

府

を

中

心

と

し

た

琉

球

王

国

の

歴

史

が

叙

述

さ

れ

る
一

方

で 、

王

府

の

儀

礼

や

各

地

域
の

祭

紀

の

由

来

を

記

し

た

地

誌

と

も

い

う
べ

き

『

琉

球

国

由

来

記
』

（
一

七
一

三 、

以

後

『
由

来

記』

と

略

す
）

が

編

纂

さ

れ

た
。

『

由

来

記
』

も

『

世

鑑
』

と

同

様

に

漢

字

片

仮

名

交

じ

り

の

和

文

体

で

あ

っ

た

が
、・

『

世

譜
』

と

同

様

に
、

表

記

を

漢

文

体

へ

と

改

め 、

再

編

集

を

行

っ

た

『

琉

球

国

旧

記
』

（
一

七
三
一

、

以

下

『

胆記』

と

略

す）

が

あ

ら

わ

さ

れ

る
。

編

纂

の

任

に

あ

た
っ

た

の

は
、

『

球

陽
』 、

『
遺

老

説

伝
』

編

纂

の

中

心

人

物

で

も

あ
っ

た

鄭

乗

哲

で

あ

る
。

鄭

は
、

察

温

本

『

世

譜
』

の

付

巻

（薩摩

閣僚記事）

の

編纂

も

行

っ

て

い

る
。

王

府

の

歴

史

と

各

地

域

の

由

来 、

日

本

で

言

え

ば

『

日

本書

紀
』

と

『

風

土

記
』

の

よ

う

な

関

係

が
、

『

世

鑑
』

と

吋

由

来

記
』

、’

「

世

譜
」

と

「

旧

記
』

に

は

見

ら

れ

る

が
、

続

い

て

編

纂

さ

れ

た

『

球

陽
』

と

『
遺

老

説

伝
』

の

間

に

は

同

様

の

関係

を

見

い

出

し

得
な

い
。

確

か

に

『

遺

老

説

伝
』

に

は

『

旧

記
』

と

の

共

通

話

が

多

く

収

め

ら

れ

て

お

り 、

『

旧

記
』

な

ど

の

系

譜

を

引

く

よ

う

に

も

見

え

る

が
、

「

球

陽
』

自

体

が
、

王

府

に

止

ま

ら

ず

地

域

の

出

来

事

も

併

せ

て

編

年

体

で

記

し

て

い

く

の

で
、

二

番

の

聞

に

は 、

中

央

と

地

域

と

い

っ

た

図

式

は

あ

て

は

ま

ら

ず 、

別

の

関

係

を

考

え

な

く

て

は

な

ら

な

い

（

後

述）
。
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『

中

山

世

鑑
』

順

治

7

年

（一
穴
Z
9

『

琉

球

国

由

来

記
』

康

照

的必

年

（一
七
一

5

・

『

中

山

世

譜
』

康

照

ω

年

（一
七
O一
）

薙

正

2

年

（一
七一一
＠

『

中

山

世

譜
』

付

巻

薙

正

9

1

乾

隆

8

年

羽

地

朝

秀

察

鐸

禁

温

鄭

乗
哲

（
一
七
三
一

1
望
）



『

琉

球

国

旧

記
』

『

球

陽
』

落

正

9

年

（一

芸一
）

乾

隆

叩

年

（一
七
回
喜

梁 鄭 梁 鄭 鄭

建 乗 煙 乗 乗
、，

哲 、 哲 哲

毛 、 毛

如禁如 禁

菅宏菅宏

謀 議

『遺

老

説

伝
』

乾

隆

日

年

（一
七
回
答

司

世

鑑
』

か

ら

『

遺

老

説

伝』

ま

で

の

六

書

を

編

纂

す

る

上

で
、

重

・

要

な

基

盤

と

な

っ

た

の

が

「

遺

老

伝
」

（

古

老

伝）

と

い

っ

た
、

口

伝
、

問

書

の

類

で

あ

っ

た
。

士

族

の

系

図

〈
家

譜）

や

修

史

事

業

を

行

っ

た

王

府

の

役

所

で

あ

る

系

図

座

に

は
、

毎

年

各

地

域

か

ら

寄

せ

ら

れ

た

報

告

が

蓄

積

さ

れ

て

い

た
。

そ

の

中

に

含

ま

れ

て

い

た

故事

や

縁

起

な

ど

の

《
遺

老

伝
》

が
、

史

書

編纂

の

有

力

な

情

報

と

な

っ

て

い

っ

た

の

で

あ

る
。

そ

れ

で

は
、

具

体

的

に

《
遺

老

伝
》

の

用

例

か

ら
、

そ

の

様相

を

見

て

い

く

こ

と

に

し

よ

う
。

「
中
山
世
鑑」、
『
琉
球
国
由
来
記
』

と
《
遺
老
伝
》

王

府

初

の

史

書

で

あ

る

『

世

鑑
』

に

は

「

遺

老

伝
」

や

「

古

老

伝
」

な

ど

の

用

例

は

見

い

だ

せ

な

い
。

『

世

鑑』

と

同

記

事

が

『

世

譜
』

で

は

「
遺

老

伝」

と

さ

れ

て

い

る

こ

と

な

ど

か

ら
、

『

世

鑑
』

の

編

纂

に

も

《

遺

老

伝
》

が

重

要

な

情

報

に

な

っ

て

い

た

こ

と

は

明

ら

か

で

あ

る
。

但

し
、

『

世

鑑
』

の

時

点

で

は
、

古

老

伝

承

が
、

例

え

ば

文

献

資

料

と

の

差

異

と

い

っ

た

こ

と

で

は

意

識

さ

れ

て

い

な

か

っ

た

た

め

に
、

「

遺

老

伝」

や

「

古

老

伝
」

と

い

っ

た

言

辞

が

見

い

だ

せ

な

い

の

だ

ろ

λノ
。

小

峯

が

指

摘

す

る

よ

う

に
、

《
遺

老

伝
》

が

最

初

に

確

認

で

き

る

の

は

『

由

来

記
』

で

あ

る
。

総

序

に

は

「

恭

致
＝

御

双

紙
＼

更

尋
ニ

遺

老

隠

士
ヘ

委

細

問

沓
」

と

し

て
、

文

献

資

料

だ

け

で

な

く

「

遺

老
」

を

尋

ね

て

情

報

を

収

集

し

た

と

記

さ

れ
、

こ

れ

に

対

応

し

て
、

「

遺

老

伝

説
」

、
「

古

（
故〉

老

伝
」

と

明

記

さ

れ

た

古

老

伝

承

が

引

か

れ

る
。

「

遺

老

伝

説
」

の

用

例

は

巻

九

「

唐

栄

旧

記

全

集
」

に

限

ら

れ
、

「

古

（

故）

老

伝
」

の

用

例

の

方

が

多

い
。

「

遺

老

伝

説
」

は

久

米

村

の

官

吏

に

限

定

さ

れ

た

呼

称

で

あ

っ

た

と

さ

れ

る

が
、

記

さ

れ

る

内

容

に

質

的

な

差

異

は

見

ら

れ

ず
、

ま

た
、

「

古

老

が

伝

え

て

い

る
」

こ

と

に

よ

っ

て
、

所

載

さ

れ

る

故

事

来

歴

が

事

実

で

あ

る

と

す

る

言

辞

が

印

象

的

で

あ

る
。

①

是

亦

故

老

者

之

所
ニ

口

伝占

也
。

不
ニ

虚

説日

也

明

失
。

（
『
由

来記』

巻十
・

ロ

「額

併聯事
」）

②

自
＝

往

古
－

国

朝

之

警

宿 、

及

当

島

之

故

老
、

所
＝

口

伝－

異

口

同

音
、

無
v

有
二

虚

説
－

也
。

〈持ヱ1
・

mw

「南海山桃林禅寺記」）

③

所

記

之

縁

由A

門

中

之

脅

宿
、

島

中

之

故

老
、

両

日
）

舌
、
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不
ν

可
ν

有
；

異

語
恒

也
。

（筆‘
・

筋

「
浮
亀

山
照

太

禅
寺

記
」
）

①

は

円

覚

寺

の

開

山 、

祖

庭

和

尚

真

筆

の

扇

額

に

ま

つ

わ

る

伝

承

に

つ

い

て
、

② 、

③

は

そ

れ

ぞ

れ

桃

林

寺 、

照

太

寺

の

縁起

に

つ

い

て

記

さ

れ

た

条

で

あ

る

が
、

い

ず

れ

も

「

古

老

の

伝

で

あ

る
」

、

あ

る

い

は

「

ど

の

古

老

の

話

も
一

致

し

て

い

る
」

と

記

し
、

虚

説

で

は

な

い
、

と

断

定

し

て

い

る

の

で

あ

る
。

総

序

や

「

古

（

故）

老

伝
」

の

用

例

か

ら

は
、

古

老

伝

承

で

あ

る

禽

老

伝
》

を

文

献

資

料

と

対

置

さ

せ

な

が

ら

も

同

等

の

価

値

を

見

出

そ

う

と・

す

る

『

由

来

記
』

の

意

識

が

窺

え

る

の

で

あ

る
。一一一

『

中

山

世

譜
」

に

お

け

る

《

遺

老

伝
》

《
遺

老

伝
》

を

積

極

的

に

用
い

た

『

由

来

記
』

に

対

し

て
、

『

世

譜
』

は

複

雑

な

対

応

を

と

る
。

そ

の

あ

り

方

は
、

察

温

〈
一

六

八
二

i
一

七

六

こ

の

編

纂

し

た

禁

温

本

『

世

譜
』

に

顕

著

で

あ

り 、

序

の

凡

例

に

《

遺

老

伝
》

拒

否

の

姿

勢

を

示

し

な

が

ら 、

『

世譜
』

本

文

に

は

《
遺

老

伝
》

の

説

を

所

載

す

る

と

い

う 、

矛

盾

し

た

か

の

よ

う

な

対応

を

見

せ

て

い

る
。

小

峯

は

こ

の

点

を 、

「

禁

温

本

「

世

譜
』

は

徹

底

し

た

釜

老

伝
》

排

除

の

立

場

を

取

り

な

が

ら

も 、

《
遺

老

伝
》

を

消

す

か

取

り

込

め

る

か

の

葛

藤 、

な

い

し

ゆ

ら

ぎ

が

ほ

の

見

え

る
」

と

評

す

る
。

『

世

譜』

の

序

の

凡

例

と

『

世

譜』

の

採
っ

た

《
遺

老

伝
》

に

つ

い

て
、

実

際

に

確認

し

て

み

る

こ

と

に

し

よ

う
。

遺

老

説

伝

者
よ

、

伝

以
ニ

空

言
－

、

説

以
こ

巧

言
－

。

其

問

変

易

無
v

常 、

虚

実

難
ν

弁
。

若

以

下係
＝

倫

道
－

者 、

軽

許

載
ν

之
、

万

有
三

一

差
－

。

則

漬－

冒

先

王
－

。

其

罪

非
ν

軽
。

況

凡

人

之

情
。

以
＝

公

卿

之

育－

為
v

栄 、

以
ニ

布

衣

之

葡
－

為
v

辱
。

若
一

以－－

遺

説
－

許
ν

之
、

則

人

人

貧
ν

栄
。

以
ν

虚

為
ν

実 、

以
ν

詐

為
ν

信
。

而

譜

法

必

生
ν

弊

失
。

故

如
＝

先

王

父

母

兄

弟 、

及

妃

妻

子

女

之

属
－

、

止
下

遵
ニ

旧

譜－

以

紀
上
ν

之
。

其

非
ν

有
四

典

籍

昭

然 、

而

足
＝－

稽
＝

考

駕
－

者 、

不
？

敢

許
申

以
＝

遺

説
－

演
土
v

之
。

回
定

誠

重
v

倫

閥
ν

疑

之

義

也
。

（

禁

温本

軍藷』

凡
例

十

傑）

凡

例

で

は
、

「
遺

老

説

伝
」

を

「

伝

以
＝

空

言

＼

説

以
ニ

巧

言－
。

其

問

変

易

無
v

常 、

虚

実

難
ν

弁
」

、

つ

ま

り 、

空

言 、

巧

言

を

用

い

て
、

ど

の

よ

う

に

で

も

形

を

変

え

て

し

ま

う

の

で

虚

実

が

明

ら

か

で

な

く
、

軽
々

と

採

用

し

て

し

ま

え

ば
、

そ

の

罪

は

軽

く

な

い
、

と

記

し

て

い

る
。

確

か

に

《
遺

老

伝
》

と

い

う

古

老

伝

承

に

対

す

る

批

判
・

排

除

と

も

受

け

取

れ

な

く

は

な

い

が
、

凡

例

で

問

題

と

し

て

い

る

の

は
、

各

家

の

系

譜

（

家
譜）

に

つ

い

て

で

あ

る

こ

と

に

も

注

意

す

る

必

要

が

あ

る

だ

ろ

う
。

凡

人

は

公

卿

の

末

試問

で

あ

る

こ

と

を

栄

誉

に

思

う

の

が

常

で

あ

る

か

ら 、

確

た

る

証

拠

の

な

い

家

譜

を

認

め

た

ら
、

偽

り

の

系

図

が

作

ら

れ
、

世

法

の

弊

害

と

な

る

こ

と

は

必

定

で

あ

る
。

し

た

が

っ

て
べ
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王

族

の

よ

う

に

確

か

な

証

拠

と

な

る

文

献

の

な

い

「

遺

（
老）

説
」

は

採

ら

な

い

と

い

う

の

で

あ

る
。

そ

も

そ

も

こ

の

凡

例

は
、

ナ

係

あ

る

内

。

の

末

尾

の

も

の

で

あ

る
。

他

の

九
つ

の

凡

例

の

内 、

六

係

ま

で

は

王

統

の

系

譜
に

つ

い

て

厳

密

に

記

し

た

旨

を

述

べ

て

い

る
。

ま

た 、

《
遺

老

伝
》

の

凡

例

に

は

さ

ら

に

「

附
」

と

し

て
、

昔

の

制

度

で

は

諸

郡

諸

村

に

按

司

が

い

た

が
、

栄

枯

盛

衰

の

常

と

し

て

永

続的

に

按

司

と

い

う

こ

と

は

な

か

っ

た

し
、

昔

の

習

俗

で

は

姓

氏

や

誇

名

も

な

く

同

名

異

人

も

多

か

っ

た

の

で
、

身

分

の

上

下

に

か

か

わ

ら

ず

虚

実

は

明

ら

か

で

は

な

く 、

公

卿

の

家

で

さ

え 、

父

母

の

は

っ

き

り

し

な

い

こ

と

が

多
い

、

と

記

さ

れ

て

い

る
。

《
遺

老

伝
》

の

凡

例

が
、

家譜

の

虚

実

の

問

題

に

限

定

的

に

用

い

ら

れ

て

い

る

こ

と

が

窺

え

る

だ

ろ

う
D

禁

温

が

家

譜
に

つ

い

て

こ

れ

ほ

ど

に

敏

感

に

な

る

の

も 、

実

は

無

理

の

な

い

ζ

と

で

あ

る
。

そ

も

そ

も

『

世

譜
』

の

編

纂
に

も

関

わ

る

こ

と

で

は

あ

る

が
、

禁

温

の

時

代

は 、

康

照
二

十

八

年

（
一

六

八

九）
、

五

十

一

年

（
一

七
一

二
）

の

二

度

に

わ

た

る

家

譜

の

編

集

事

業

が

行

わ

れ
、

近

世

身

分

制

が

確

立

し

た

時

期

で

あ

っ

た
。

特

に

二

度

目

の

編

集

事

業

（
一

七
一

二

1）

は

困

難

を

極

め
、

系

図

座

で

は
、

あ

い

次

い

で

提

出

さ

れ

た

家

譜
に

対

し

て
、

信

用

に

足

る

過

去

の

記

録等

が

な

い

も

の
、

先

祖

の

名

が

な

い

も

の
、

同

名

の

者

も

多

く

真

偽

の

定

か

で

な

い

も

の

は

受

け

付

け

な

い

よ

う

に

と

の

申

し

合

わ

せ

が

な

さ

れ

て

い

る

（

素

図

座

規模慌
』
）

。

嘉

矯

元

年
（
一

五
二
二
）

四

月

九

日

に

建

立

さ

れ

た

真

珠

湊

碑

文

に

見

え

る

「

ま

う

し

か

ね
・

か

う

ち

の

大

や

く

も

い
」

な

る

人

物

に

対

し

て
、

康

照

五

十

七

年

（
一

七
一

八
）

、

与

那

覇 、

小

波 、

物

慶

の
、

三

家

か

ら

元

祖

認

知

の

訴

え

が

出

さ

れ

た

が
、

ど

の

家

の

申

し

状

も 、

年

代

や

幼名

な

ど

が

合

致

し

な

か

っ

た

（

『詮議萱
）

。

お

そ

ら

く

は

こ

れ

を

受

け

て

の

こ

と

と

思

わ

れ

る

が
、

『

世

譜』

巻

六

「

尚

莫

王
」

の

三

司

容

の

項

目

に

は
、

「

真

牛

金

（

称
ニ

幸

地

大

屋

子

森
田

。

見
＝

子

嘉

靖

元

年

壬

午 、

石

門

碑

記－
。

稽

孫

不
v

存）
」

と
、

「

ま

う

し

か

ね
」

の

子

孫

は

わ

か

ら

な

い

と

記

さ

れ

て

い

る
。

察

温

は

《
遺

老

伝
》

の

凡

例

や

付

記

に

則

っ

て
、

提

出

さ

れ

た

室
帽

を

採

用

し

な

か

っ

た

の

で

あ

お
。

二

度

目

の

家

譜
編

集

事

業
か

ら

十

余

年

を

経

た
一

七

二

四

年 、

新

た

な

身

分

制

の

確
主

期

に

至

り 、

系

譜

の

整

理

に

よ

っ

て
、

王

国

の

歴

史

を

再

編

す

る

た

め 、

『

世

譜
』

の

改

訂

が

行

わ

れ

た
。

纂

修

司

と

し

て

歩訂

の

任
に

あ

た

っ

た

察、
混

に

と

っ

で
、

人

々

の

欲

望
・

思

惑

か

ら

授

造

さ

れ

た

《
遺

老

伝
》

の

系

譜

だ

け

は
、

断

じ

て

受

け

入

れ

る

こ

と

の

で

き

な

い

も

の

だ

っ

た
。

そ

の

思

い

が

凡

例

に

見

ら

れ

た

激

し

い

物

言

い

と

し

て

現

れ

た

の

で

あ

る
。

禁

温

が

合理

老

伝
》

全

て

を

否

定

し

て

い

た

わ

け

で

な

い

と

と

は
、

《
遺

老

伝
》

が

『

世

譜
』

本

文

に

い

く

つ

も

引

か

れ

て

い

る

こ

と

か

ら

も

諒

解

で

き

る
。
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遺

老

伝

有
ν

云
、

往

昔

之

世 、

人

心

篤

実 、

神

常

為
二

之

護

衛
－

。

有
ν

感

必

応 。

間

有
ニ

海

冠

来、

侵－
、

即

神

職

化
二

其

米
－

為
v

沙
。

其

水

為
v

献
。

或

使
三

冠

賊

為－－

盲

唖
－

。

忽

然

険

風

遮

崩

裂
。

至
＝

後

生－

人

心

機

巧 、

臨
v

祭

悌

怠
。

故

護

衛

之

神 、

不
v

復

常

見
－

云
ν

而
。

（詑遊

之

俗伝、

至－

K問豊

王

世
－

、

尚

有
ν

存駕〉

（察温本

『惜置

巻
一

「
五

穀神
」
）

そ

の

昔 、

人

の

心

が

篤

実

で

あ
っ

た

時

は
、

神

は

常

に

人

を

護

り 、

海

賊

の

来

襲

も

退

け

て

き

た

が
、

後

の

世

に

は

人

の

心

も

変

わ

り

祭

も

疎

か

に

な

っ

た

た

め
、

神

が

常

に

い

る

と

い

う

こ

と

は

な

く

な
っ

て

し

ま

っ

た

と

い

う

話

で

あ

る
。

同

内

容

の

文

章
が

『

世

鑑
」

に

も

存

在

す

る

が
、

「

遺

老

伝
」

の

文

書

は

な

い
。

こ

の

話

を

わ

ざ

わ

ざ

「

遺

老

伝

有
v

云
」

と

こ

と

わ
っ

て

引

く

『

世

譜
』

が
、

《
遺

老

伝
》

を

空
号一
回

巧

言

を

用

い

る

偽

り

の

説

と

考

え

て

い

る

わ

け

が

な

い
。

ま

た 、

次

の

例

か

ら

は
、

禁

温

が

《
遺

老

伝
》

を

ど

の

よ

う

に

理

解

し

て

い

た

か

が
、

よ

り

は

っ

き

り

と

窺

え

る
。

蓋

往

昔

之

俗
、

以
三

階

書

及

遺

老

伝
－

、

而

口

参
二

考

之
－

。

則

男

女

皆

以
ニ

自

称－

纏
ν

髪
。

従－－

頂

後－

盤

鏡

至
ν

額
：
：
：

（

『世譜』

巻
一
）

そ

の

昔

の

琉

球

の

風

俗

妥
型
・

冠
・

帽
・

山

神
・

宴

会
・

葬儀
な

ど）

に

つ

い

て

記

す

際

に
、

『

世

譜
』

は
、

「
遺

老

伝
」

を

『

婿書』

と

と

も

に

根

拠

資

料

と

し

て

用

い

る

の

で

あ

る
。

禁

温

は

「

世

譜
』

の

改

訂
に

あ

た

っ

て
、

『

世

鑑
』

の

誤

り

や

欠

落

箇

所

を

「

本

国

の

記

伝

や

惰
・

唐
・

元

史
」

に

よ
っ

て

訂

正 、

補完

す

る

こ

と

を

目指

す

と

述

べ

て

い

る

（

禁

温

本
『

世

譜』

序）
。

つ

ま

り

《
遺

老

伝
》

は
、

階

書

な

ど

の

漢

籍

と

同

等

の

価

値

を

持
っ

た

琉

球

の

「

伝
」

と

し

て

認

知

さ

れ

て

い

た

の

で

あ

る
。

禁

温

本

『

世譜』

の

凡

例

に

見

ら

れ

た
、

察

温

の

《
遺

老

伝
》

に

対

す

る

不

信

感

は
、

人

々

の

思

惑

に

よ

っ

て

提

造

さ

れ

た

系

譜

（

室
閥）

に

対

し

て

の

限

定

的

な

も

の

で

あ

り 、

《
遺

老

伝
》

そ

の

も

の

に

対

す

る

不

信

感

で

は

な

か
っ

た
。

む

し

ろ
、

中

国

の

史

書

と

同

等

の

価

値

を

有

す

る

も

の

と

し

て
、

『

由

来

記
』

に

お

け

る

《
遺

老

伝
》

の

評

価

は

さ

ら

に

高

め

ら

れ

た

の

で

あ

る
。
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四

「

琉

球

国

旧

記
』

、

『

遺

老

説

伝
』

へ

禁

温

本

『

世

譜
』

に

お

い

て

確

た

る

地

位

を

得

た

《

遺

老

伝
》

は
、

纂

修

司

の

任

を

察

温

か

ら

受

け

継

い

だ

鄭

乗

哲

（
一

六

九
五

1
一

七

六

O）

に

よ

っ

て
、

さ

ら

に

積極

的

に

用

い

ら

れ

る

こ

と

と

な

っ

た
。

鄭

が

最

初

に

手

が

け

た

の

は

『

琉

球

国

旧

記
』

（
一

七

三
一
）

で

あ

る
。

『

由

来

記
』

の

分

類

を

細

分

化

し
、

再

編

集

し

た

『

旧

記
』

に

は
、

「

遺

老

伝
」

の

用

例

が

二

十

に

及

ぶ
。

『

由

来日

記
』

に

お

い

て

「

古

老
」

の



伝

と

さ

れ

て

い

た

話

が

「

遺

老

伝
」

と

し

て

読

み

替

え

ら

れ

る

他
、

新

た

な

「

遺

老

伝
」

が

採

用

さ

れ

て

い

た

り

と
、

《
遺

老

伝
》

を

よ

り

積

J

｛U）

 

極

的

に

歴

史

叙

述

の

中

に

組

み

入

れ

よ

う

と

す

る

意

識

が

窺

た

る
。

『

旧

記
』

に

よ

っ

て

大

き

く

展

開

し

た

《
遺

老

伝
》

は
、

引

き

続

き

鄭

を

中

心

に

編

纂

さ

れ

た
、

『

球

陽
』

と

『
遺

老

説

伝
』

に

お

い

て
、

さ

ら

に

重

要

度

を

増

す

こ

と

に

な

る
。

琉

球

王

国

最

大

の

歴

史

書

で

あ

る

『

球

陽』

（
一

七

四

五
）

で

は
、

『

世
強
調
』

で

採

ら

れ

た

「
遺

老

伝
」

は

全

て

引

き

継

ぎ
、

更

に

『

旧

記
』

og

 

か

ら

十
一

話

を

「
遺

老

伝
」

と

し

て

採

用

し

て

い

る
。

十
一

話

の

う

ち

六

話

は
、

『

旧

記
』

で

も

「

遺

老

伝
」

と

さ

れ

て

い

な

い

話

で

あ

り 、

『

球

陽
』

に

至

っ

て

「
遺

老

伝
」

と

認

定

さ

れ 、

琉

球

の

歴

史

に

組

み

込

ま

れ

た

，の

で

あ

る

（
な
お

、

『
旧

記』

自体
が

す
で
に

合
壇

老
伝
》

の

集

成

と
考
え
ら
れ
て
い
た

可能性も
高い）。

『

球

陽
』

の

外

巻

で

あ

る

『
遺

老

説

伝
』

（
一

七

四

五
）

の

名

の

も

と

に

収

め

ら

れ

た

話

は

全

部

で

百

四

十
一

に

及

ぶ
。

北

は

本

島

国

頭

か

ら

南

は

与

那

国

島

ま

で
、

琉

球

王

国

の

各

地

域
の

話

が
、
漏

れ

な

く

収

め

ら

れ

て

い

る
。

『

旧

記
』

と

の

共

通

話

は

六

十

八

話

に

の

ぼ

り 、

他

に

『

宮

古

島

旧

記
』

（

十

話）

と

『

仲

里

旧

記
』

（
三

琶

か

ら

も

《
遺

老

伝
》

が

採

用

さ

れ

た

こ

と

が

確

認

で

き

る
。

『

球

陽
』

と

外

巻

『
遺

老

説

伝
』

は

ど

の

よ

う

な

関

係

に

あ

る

の

か
。

『

球

陽
』

に

お

い

て

も

《
遺

老

伝
》

は
、

琉

球

王

国

の

歴

史

を

語

る

上

で

信

用

に

足

る

資

料

と

し

て

扱

わ

れ

て

い

る
。

『

球

陽
」

と

「

遺

老

説

伝』

の

聞

に

《
遺

老

伝》

の

質

的

な

差

は

見

出

せ

な

い

の

で

あ

る
。

し

た

が

っ

て
、

両

書

に

お

砂

る

《
遺

老

伝》

の

差

は
、

時

系

列

上

に

配

せ

る

か

ど

う

か

と

い

う

こ

と

に

な

る

だ

ろ

う
。

一

方

で
、

年

代

が

特

定

で

き

る

も

の

だ

け

を

配

列

し

て

い

く

と
、

琉

球

王

国

す
べ

て

の

地

域

を

網

羅

し

て

い

く ．
こ

と

は

無

理

と

な

る
。

そ

乙

で
、

『

球

陽
』

で

は

時

間

と

い

う

縦

軸

に

沿
っ

て

歴

史

を

語

り 、

『
遥

老

説

伝
』

で

は

琉

球

王

国

の

範

図

と

い

う

横軸 、

平

面

上

に

歴

史

を

網

羅

し

て

い

く

こ

と

が

．

企

図

さ

れ

た

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か
。

多

く

の

《
遺

老

伝
》

が

歴

史

叙

述

の

方

法

と

し

て

強

く

認

識

さ

れ

た

こ

と

に

よ

っ

て
、

琉

球

王

国

全

体

の

歴

史

を

立

体

的

に

顕

現

さ

せ

る

こ

と

が

可

能

と

な
っ

た

の

で

あ

る
。

お

わ

り

に

本

稿

で

は
、

『
遺

老

説

伝
』

も

含

め 、

琉

球

に

お

け

る

史

書

の

根

幹

に

位

置

す

る

《
遺

老

伝
》

の

変

遷

を

概

観

じ

て

き

た
。

《
遺

老

伝
》

意

外

に

も 、

『
遺

老

説

伝
』

（
『
旧

記
』 、

京医

も

含
め

て
）

に

は
、

時

文

体

が

用

い

ら

れ

る
、

と

い

う
よ

う

な

問

題

が

あ

る
。

こ

れ

は

な

か

な

か

厄

介

な

こ

と

で
、

鄭

乗

哲

も

含

め 、

当

時

の

琉

球

王

府

が
、

ど

の

よ

う

な

中

国

袋
閥）

に

対

す

る

知

識

や

認

識

を

持
っ

て

い

た

か

が

解

明

さ

れ

な
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い

と
、

『

遺

老

説

伝
』

自

体

が

「

読

め

な

い
」

と

い

う

こ

と

に

な

っ

て

し

ま

う

の

で

あ

る
。

と
は
言
え、
『遺
老
説
伝』
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
扱
っ
た
研
究
は、

ま

だ

端

緒

に

つ

い

た

ば

か

り

で

あ

る
。

ま

ず

は
、

一

話
一

話

の

丹

念

な

注

釈

作

業

か

ら

始

め

な

く

て

は

な

ら

な

い

の

で

あ

る
。

書』
第五
巻）
に
よ
る。

（
8）

前掲注
〈
7）

論文
に
よ
る。

（
9）

帯話思
に
は
「遺
老
伝」
の
用
例
が
五
例
見
ら
れ
る
（
巻一
：・
ニ

例、．
巻
四：・
ニ
例、
巻
六：・二
例）

（
叩）
巻一
：・
ロ・
万・
花、
巻一一・：
6・
川崎・
節、
巻
三：・
1・
6、
巻

四：
i・
8・
M－
m
i
m－
4・
乃、
持主ハ・：
お・
お・
位、
巻
七：－

nL。咽i
（
日）
『
旧
記』
に
は
「遺
老
伝」

以外に
「古
老
伝」
「俗
諺」、
「
俗
説」

な
ど
の
言辞
が
見
ら
れ、
「遺
老
伝」
に
統一
は
さ
れ
て
い
ず、
プ
レ
が

生
じ
て
い
る。

（ロ）

『球陽』
一
－
M
↓
『
旧
記』
一
・
店、
二・
錦
↓
七・
ロ、
二・

別
↓一
・
幻、
二－
m
↓
六・
2、
四－
m
↓
七・
問、
四－
m
↓
四・

8、
七－
m
le一
・
ロ、
八－
W
↓
七・
5、
十
三－
HOHω
↓三・
灯、

附一
・
お
↓
凶・
乃、
附ニ・
mm
↓
四
回。

（
日）
一
－
M、
二・
剛、
二－
m、
四・
知、
八・
問、
十
三・
5Hω。

（
M）
現
実
琉
球
の
会
に
お
い
て、
『遺
老
説
伝』
の
注
釈
作
業
を
行
つ

て
い
る。

〔
注〕
（
1）

山下
欣一

語
ら
れ
る
塾耐と
書
か
れ
た
説

話｜遺老説
伝
を
中心

に
ー」
〈『

国文学解釈
と
鑑
差
至
文
堂
一
九
八一
年
八
月）、
同
「
民

間襲耐

と儀礼2

l安座其
ウフ
ジ
チュ
l
ウ
lエ
l
と
関連
す

る説話

群を事例
と
し
て
l」
（

『民間塾拍
の

研究｜世界
と
日

本l』
同
朋
在

一
九
八
七
年）
な
ど。

（2）

小峯和明
「

〈翠也
伝〉
か
ら
翠
老
詮
笹
へ」
（
季
刊
『
文
学』

岩
波
書
店
一
九
九
八
年
夏
号）。
以
下、
小
峯
の
論と
は
本
論
文
を
指

す。

．

（
3）
『
由

来遣

の本文
は
『琉
球

国由来記』

（角川
書
店
一
九
九
五

年）
に
よ
る。

（
4）

同様
の
文
言
は
巻十
二

「各処祭
杷」

包伊に
も
見え
る。

（
5）
「遺
老

説伝」
の
用
語
は、
久
米村の
官
吏
に
限
定
さ
れ
る
呼
称で

あっ
た。
野
口
銭郎
「
型覇
久
米
村
の
天
妃廟」
（『
南
島
史
学」
お・

お
号
一
九
八
五
年）

（6）
『
基巳
の
本文
は

『琉球申科霊園』
第四
巻
に
よ
る。

（
7）

東恩納寛惇

「中山世鑑・

中山世譜
及
び
球
陽」
（『
琉
球

史料叢

〔

わ
た

な
べ
・

き
ょ

う
い

ち

信

州

大

学

助

教授
〕
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